
画像誘導⾼線量率密封⼩線源治療（IGBT）郵送調査受託要綱 

令和 4 年 3 ⽉ 11 ⽇ 
 

 
⼀般社団法⼈ 放射線治療品質保証研究開発応⽤機構（以下「甲」という。）は、申込者（以
下「⼄」という。）から受託された IGBT 郵送調査については、この要綱に定めるところと
する。 
 
 
（定義） 
第 1 条  この要綱において「IGBT 郵送調査」とは、⾼線量率密封⼩線源治療装置からの

線量分布を第三者的に評価するため、次の⼿順で実施する作業をいう。 
⼀ 甲は、⼄からの申込を受け、ポリマーゲル線量計を⼄へ郵送する。 
⼆ 甲は、⼄に郵送する同じバッチのポリマーゲル線量計を、⼄とは別の施設に

郵送する。この施設の外部放射線治療装置でポリマーゲル線量計に規定の吸
収線量を投与し、甲へ返送する。 

三 ⼄は、所有する⾼線量率密封⼩線源治療装置でポリマーゲル線量計を照射し、
甲へ返送する。 

四 甲は、返送されたポリマーゲル線量計を解析することにより線量分布を評価
する。 

五 甲は、評価結果を⼄へ報告する。 
 
（作業の受託） 
第 2 条  甲は、⼄から治療⽤照射装置の IGBT 郵送調査（以下「測定」という。）申込書

の提出を受けることによって、その測定作業を受託するものとする。 
２ 受託業務を統括する甲の職務権限者は代表理事とし、甲の発⾏する証明書及

び報告書等の書類に記載する職責者名は代表理事とする。 
３ 甲は、⼄からの申込の作業を甲とは別の団体に委託する場合があり、それは

甲と業務委託契約を締結した団体のみとする。 
 
（作業内容の協議） 
第 3 条  甲は、測定の作業を⾏う上で不具合があった場合、⼄に連絡し、⼄の指⽰を受け

るものとする。 
 
（作業内容の変更） 



第 4 条  甲及び⼄は、いずれかの申し出により、申込の内容を協議のうえ変更すること
ができる。 

 
（解約等） 
第 5 条  甲及び⼄は、⾃⼰の都合によりこの申込の解約を必要とするときは、それぞれ

相⼿⽅にその事由を通知してこの申込の全部を解約することができる。 
２ 甲及び⼄は、前項により解約した場合で相⼿⽅に損害を与えたときは、その

損害を賠償するものとし、その賠償額は甲⼄両者で協議して決定するものと
する。 

 
（測定結果の報告） 
第 6 条  甲は、受託した測定の結果について、甲所定の報告書により、⼄に報告するもの

とする。 
 
（作業料⾦の請求及び⽀払） 
第 7条  甲は、測定の作業完了後、別に定める料⾦を⼄に請求する。 

２ 甲は、⼄への料⾦の請求の作業等を別の団体に委託する場合があり、それは
甲と業務委託契約を締結した団体のみとする。この場合、⽀払い期⽇などは⼄
とこの団体で決定し、甲は関与しない。 

 
（損害賠償） 
第 8 条  甲及び⼄は、この要綱に違反したことに起因して相⼿⽅に損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとする。ただし、故意⼜は重⼤な過失があった場合を除
き、賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的⼜は派⽣的に発⽣した損害（逸
失利益や休業損害を含む）は含まないものとし、当該業務委託による測定料⾦相
当額を上限とするものとする。 
２ 前項にかかわらず、甲⼜は⼄が測定物件を滅失⼜は毀損した場合、その責任

と費⽤負担において修理可能な場合は修理を⾏い、修理不可能の場合（滅失時
も含む）は、相⼿⽅の選択により、同種の物件と交換するか、若しくは測定物
件の商法上の簿価相当額を相⼿⽅に⽀払うものとする。 

 
（免責事項） 
第 9条  天災地変・戦争・暴動・内乱等、不可抗⼒による事由により、測定物件の⼀部⼜

は全部について契約の不履⾏、遅延、解除、及び機器の破損などのやむを得ない
事態が⽣じた場合、甲及び⼄はすみやかに相⼿⽅に連絡するとともに、相互に不
可抗⼒の解消に努⼒を払うものとするが、この場合の相⼿⽅に対するそれぞれの



損害賠償責任、その他の責任は免除されるものとする。 
 
（機密事項） 
第 10条 甲は、⼄より提出された測定申込書等の資料について、善良なる管理者の注意を

もって保管するものとする。また、甲及び⼄は、相⼿⽅の書⾯による承諾なくし
て測定契約に関連して知り得た相⼿⽅固有の技術上、営業上その他業務上の機密
を、測定契約期間中はもとより、測定契約終了後も第三者に対しては開⽰、漏洩
しないものとする。ただし、下記の各号は除外するものとする。 
⼀ 法令⼜は官公署からの命令・要請等があった場合 
⼆ 甲が⼄を識別することができない統計情報資料として加⼯した場合 
三 甲の実施する施設名公表事業に同意を得られている場合（ただし、事前に開

⽰拒否の旨があった場合はこのかぎりではない） 
 

(協議事項) 
第 11 条 この要綱に定めのない事項⼜はその他に疑義が⽣じたときは、その都度協議し

て定めるものとする。 
 
付則 この要綱は令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇から適⽤する。 


